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(54)【発明の名称】 内視鏡先端フード

(57)【要約】
【課題】  光プローブを生体組織と一定距離等に位置決
めして観察する。
【解決手段】  内視鏡先端フード１０１は、光透過性の
よい例えばプラスティックでできた側部に穴部１０２を
有する円筒状の透明フード１０３と、透明フード１０３
の外径よりも内径が小さく弾性のよい部材でできた弾性
チューブ１０４とが接続部１０５で接続された構成とな
っている。内視鏡との接続の際には透明フード１０３の
側面に設けた穴１０２の位置が、鉗子挿通用チャンネル
の軸芯と内視鏡の軸芯を結ぶ径上になるように接続す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被検部位の断層像を得るための走査光を
出射する出射部を有する光走査ブローブと共に使用する
内視鏡の先端に装着される内視鏡先端フードにおいて、
前記内視鏡に装着するための装着部と、
前記光走査ブローブを前記内視鏡の先端より該内視鍵の
長手方向へ所定量突出したときに、前記光走査ブローブ
の前記出射部に対応する位置に前記出射部から出射され
る走査光を通過させる走査光通過孔と、を有することを
特徴とする内視鏡先端フード。
【請求項２】  被検部位の断層像を得るための走査光を
出射する出射部を有する光走査ブローブと共に使用する
内視鏡の先端に装着される先端フードにおいて、
前記内視鏡に装着するための装着部を設けた筒状本体
と、
前記光走査ブローブの前記出射部を前記内視鏡の先端よ
り該内視鏡の長手方向へ所定量突出した状態で前走査光
を前記内視鏡の長手方向に略垂直な方向に照射したとき
に、前記筒状本体の先端から前記走査光が出射するよ
う、前記筒状本体の先端に傾斜して設けられた先端開口
部と、
を有することを特徴とする内視鏡先端フード。
【請求項３】  前記内視鏡の先端からの前記光走査プロ
ーブの突出量を規制する突出量規制手段をさらに有する
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の内視
鏡先端フード。
【請求項４】  前記光走査ブローブの軸芯と前記内視鏡
の軸芯とを平行に配置したときに、前記光走査ブローブ
の前記出射部が前記内視鏡の軸芯に対して略垂直方向に
移動することを規制する移動規制手段をさらに有するこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載の内視鏡
先端フード。
【請求項５】  前記内視鏡の先端に装着したときに前記
内視鏡の観察視野内に位置する視野内部位と、
前記視野内部位の所定位置に設けられた、前記光走査ブ
ローブによる前記走査光の走査位置を指示するマーキン
グ手段とをさらに有することを特徴とする請求項１また
は請求項２に記載の内視鏡先端フード。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は被検部位の断層像を
得るための走査光を出射する出射部を有する光走査ブロ
ーブと共に使用する内視鏡の先端に装着される内視鏡先
端フードに関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、生体組織を診断する場合、その組
織の表面状態の光学的情報を得るイメージング装置の他
に、組織内部の光学的情報を得ることのできる光ＣＴ装
置が提案されている。
【０００３】この光ＣＴ装置としてはピコ秒パルスを用
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いて、生体内部の情報を検出し、断層像を得る。しかし
ながら、ピコ秒パルスオーダの極短パルス光を発生する
レーザ光源は高価で大型となり、取扱いも面倒である。
【０００４】最近になって、低干渉性光を用いて被検体
に対する断層像を得る干渉型のＯＣＴ（オプティカル・
コヒーレンス・トモグラフィ）が例えば特表平６ー５１
１３１２号公報に開示されている。
【０００５】また、特開平１１－５６７８６号公報で
は、内視鏡に挿通して使用できる光プローブ装置を詳し
く開示している。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平
１１－５６７８６号公報でその公報中の図４等に示すよ
うに従来例の光プローブ装置では、略円筒形状であるの
で、生体組織と一定距離離す等して観察するようなこと
が困難となる。つまり、シースの外表面を生体組織の表
面に当てて観察することはできるが、その状態よりも生
体組織表面から離した位置に保持して、観察することが
困難である。
【０００７】本発明は、上述した点に鑑みてなされたも
ので、光プローブを生体組織と一定距離等に位置決めし
て観察することができる内視鏡先端フードを提供するこ
とを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項１に記載
の内視鏡先端フードは、被検部位の断層像を得るための
走査光を出射する出射部を有する光走査ブローブと共に
使用する内視鏡の先端に装着される内視鏡先端フードに
おいて、前記内視鏡に装着するための装着部と、前記光
走査ブローブを前記内視鏡の先端より該内視鍵の長手方
向へ所定量突出したときに前記光走査ブローブの前記出
射部に対応する位置に前記出射部から出射される走査光
を通過させる走査光通過孔とを有して構成される。
【０００９】本発明の請求項２に記載の内視鏡先端フー
ドは、被検部位の断層像を得るための走査光を出射する
出射部を有する光走査ブローブと共に使用する内視鏡の
先端に装着される先端フードにおいて、前記内視鏡に装
着するための装着部を設けた筒状本体と、前記光走査ブ
ローブの前記出射部を前記内視鏡の先端より該内視鏡の
長手方向へ所定量突出した状態で前走査光を前記内視鏡
の長手方向に略垂直な方向に照射したときに前記筒状本
体の先端から前記走査光が出射するよう前記筒状本体の
先端に傾斜して設けられた先端開口部とを有して構成さ
れる。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明
の実施の形態について述べる。
【００１１】図１ないし図６は本発明の第１の実施の形
態に係わり、図１は光断層画像装置の構成を示す構成
図、図２は図１の光プローブが挿通される内視鏡を示す
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図、図３は図２の内視鏡の先端に接続される内視鏡先端
フードの構成を示す構成図、図４は図３の内視鏡先端フ
ードの作用を説明する図、図５は図４のＢ－Ｂ線断面を
示す図、図６は図３の内視鏡先端フードの変形例の構成
を示す構成図である。
【００１２】図１に示す光断層画像装置１は超高輝度発
光ダイオード（以下、ＳＬＤと略記）等の低干渉性光源
２を有する。この低干渉性光源２はその波長が例えば１
３００ｎｍで、その可干渉距離が例えば１７μｍ程度で
あるような短い距離範囲のみで干渉性を示す低干渉性光
の特徴を備えている。つまり、この光を例えば２つに分
岐した後、再び混合した場合には分岐した点から混合し
た点までの２つの光路長の差が１７μｍ程度の短い距離
範囲内の場合には干渉した光として検出され、それより
光路長が大きい場合には干渉しない特性を示す。
【００１３】この低干渉性光源２の光は第１のシングル
モードファイバ３の一端に入射され、他方の端面（先端
面）側に伝送される。この第１のシングルモードファイ
バ３は途中の光カップラ部４で第２のシングルモードフ
ァイバ５と光学的に結合されている。従って、この光カ
ップラ４部分で２つに分岐されて伝送される。
【００１４】第１のシングルモードファイバ３の（光カ
ップラ部４より）先端側には、光カップラ部５０が介挿
され、ＬＤ５１からの可視光が低干渉性光源２の光に混
合できるようになっていおり、エイミングビームとして
光ビームの走査軌跡を目視できるようになっている。
【００１５】光カップラ部５０より先端側には、非回転
部と回転部とで光を伝送可能な結合を行う光ロータリジ
ョイント６が介挿され、この光ロータリジョイント６内
の第３のシングルモードファイバ７を介して第１の実施
の形態の光プローブ装置（以下、光プローブと略記）８
Ａ内に挿通され、回転駆動される第４のシングルモード
ファイバ９に低干渉光源２の光が伝送（導光）される。
なお、第１ないし第４のシングルモードファイバを以下
では単に光ファイバと略記する。
【００１６】そして、伝送された光は光プローブ８Ａの
先端側から生体組織１１側に走査されながら照射され
る。また、生体組織１１側での表面或いは内部での散乱
などした反射光の一部が取り込まれ、逆の光路を経て第
１の光ファイバ３側に戻り、光カップラ部４によりその
一部が第２の光ファイバ５側に移り、第２の光ファイバ
５の一端から光検出器としての例えばフォトダイオード
１２に入射される。なお、光ロータリジョイント６のロ
ータ側は回転駆動装置１３によって回転駆動される。ま
た、第２の光ファイバ５の光カップラ部４より先端側と
なる途中には光ループ部１４が設けてあり、さらにその
先端には光路長の可変機構１５が設けてある。
【００１７】つまり、第２の光ファイバ５の先端面に対
向してレンズ１６と、ミラー１７とが配置され、このミ
ラー１７はアクチュエータ１８により、矢印ａで示すよ
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うに光路長を変化できるようにしている。このミラー１
７で反射された光は光カップラ部４で第１の光ファイバ
３側から漏れた光と混合されて、共にフォトダイオード
１２で受光される。なお、アクチュエータ１８及び回転
駆動装置１３は制御装置１９により制御される。
【００１８】なお、ループ部１４は光プローブ８Ａ側の
第４の光ファイバ９等による光路長とほぼ等しい長さと
なるように設定される。また第２の光ファイバ５の先端
面からミラー１７で反射されて第２の光ファイバ５の先
端面に戻る光路長は第４の光ファイバ９の先端面から後
述するマイクロプリズムなどを介して生体組織１１側に
照射され、生体組織１１の内部等で反射されて第４の光
ファイバ９の先端面に戻る光路長と等しくできるように
している。
【００１９】そして、基準光側の光路長の可変機構１５
におけるミラー１７の位置を変えてその光路長を変化す
ることにより、この光路長と等しい値となる生体組織１
１の深さ位置での反射光とを干渉させ、他の深さ部分で
の反射光は非干渉にすることができるようにしている。
【００２０】上記フォトダイオード１２で光電変換され
た信号はアンプ２１により増幅された後、復調器２２に
入力される。この復調器２２では干渉した光の信号部分
のみを抽出する復調処理を行い、その出力はＡ／Ｄ変換
器２３を経てコンピュータ２４に入力される。このコン
ピュータ２４では断層像に対応した画像データを生成
し、モニタ２５に出力し、その表示面にＯＣＴ像２６を
表示する。このコンピュータ２４は制御装置１９と接続
され、コンピュータ２４は制御装置１９を介してアクチ
ュエータ１８を介して基準光の光路長の可変制御と、回
転駆動装置１３による回転による光走査方向の制御を行
うようにしている。
【００２１】第１の実施の形態の光プローブ８Ａは図２
に示すように内視鏡２７の鉗子挿通口２８から鉗子挿通
用チャンネル２８ａ（図５参照）を経てその先端開口か
ら光プローブ８Ａの先端側を突出させることができる。
この内視鏡２７は体腔内に挿入し易いように細長の挿入
部２９を有し、この挿入部２９の後端には太幅の操作部
３０が設けてある。この挿入部３０の前端付近には鉗子
挿通口２８が設けてあり、この鉗子挿通口２８はその内
部で鉗子挿通用チャンネル２８ａ（図５参照）と連通し
ている。
【００２２】挿入部２９内にはライトガイド（図示せ
ず）が挿通され、このライトガイド２８ｂの入射端を光
源装置に接続し、照明光を伝送して挿入部２９の先端部
に設けた照明窓から出射し、患部等を照明する。また、
照明窓に隣接して観察窓が設けられ、この観察窓には対
物光学系が取り付けられ、照明された患部等を光学系に
観察できるようにしている。
【００２３】そして、内視鏡２７の先端部の観察光学系
の観察の下で、患部等の注目する部分の生体組織１１側
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に光プローブ８Ａにより、低干渉光を照射し、その生体
組織１１の内部の断層画像データを得て、モニタ２５の
表示面にＯＣＴ像２６を表示できるようにしている。
【００２４】本実施の形態の内視鏡先端フードは、光プ
ローブ８Ａを内視鏡２７の鉗子挿通口２８から鉗子挿通
用チャンネル２８ａ（図５参照）に挿通して使用する
際、内視鏡２７の挿入部２９の先端部に取り付けるもの
であって、図３に示すように、内視鏡先端フード１０１
は、光透過性のよい例えばプラスティックでできた側部
に穴部１０２を有する円筒状の透明フード１０３と、透
明フード１０３の外径よりも内径が小さく弾性のよい部
材でできた弾性チューブ１０４とが接続部１０５で接続
された構成となっている。
【００２５】接続部１０５の透明フード１０３の外周に
溝１０６が設けられており、弾性チューブ１０４の内面
を透明フード１０３の外面に圧入し、弾性チューブ１０
４の先端を溝１０６に食い込ませることにより透明フー
ド１０３と弾性チューブ１０４を接合している。また、
この溝１０６には接合前に接着剤を予め塗布しておき、
両者の抜けを防止している。
【００２６】そして、図４に示すように、このように構
成された内視鏡先端フード１０１の弾性チューブ１０４
の基端側内部に内視鏡２７の挿入部２９の先端部を圧入
して接続するが、その接続の際には透明フード１０３の
側面に設けた穴１０２の位置が図５に示すように、鉗子
挿通用チャンネル２８ａの軸芯１０７と内視鏡２７の軸
芯１０８を結ぶ径１０９上になるように接続する。
【００２７】このように内視鏡先端フード１０１を内視
鏡２７の挿入部２９の先端部に接続した際に、図４のよ
うに鉗子挿通用チャンネル２８ａより光プローブ８Ａを
突出した場合に光プローブ８Ａと生体組織１１との距離
が所定の距離ｌになるように、図３のように透明フード
１０３の外径φＤが設計されている。
【００２８】このように本実施の形態によれば、先に述
べたように、光プローブ８Ａを内視鏡２７の鉗子挿通口
２８から鉗子挿通用チャンネル２８ａに挿通して突出さ
せて使用する際、内視鏡先端フード１０１を内視鏡２７
の挿入部２９の先端部に接続を上記の如く接続すること
により、穴１０２を介して生体組織１１の光断層像を得
ようとする場合、光プローブ８Ａと生体組織１１との間
隔を所望の距離ｌに保つことができる。
【００２９】また、内視鏡２７と光プローブ８Ａが内視
鏡先端フード１０１の側面を介して生体組織１１に対し
て位置決めされるので、間隔ｌを安定して保持すること
ができる。
【００３０】さらに、内視鏡２７及び内視鏡先端フード
１０１の側面を同時に生体組織１１に対して保持するこ
とができるので、例えば生体組織１１が拍動等を起こし
ても光プローブ８Ａには応力がかからないので、光プロ
ーブ８Ａの生体組織１１に対する相対位置を安定して保
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持することができる。
【００３１】なお、図６に示すように、穴１０２が設け
られた側面側の透明フード１０３の先端に透明部材から
なるストッパ１１０を一体的に設けてもよい。このスト
ッパ１１０は、光プローブ８Ａを内視鏡２７の鉗子挿通
口２８から鉗子挿通用チャンネル２８ａに挿通して突出
させストッパ１１０に光プローブ８Ａの先端を当接させ
た際に、光プローブ８Ａからの光の光軸が穴１０２の略
中央を通過するように、光プローブ８Ａの突出量を規制
する作用を有している。
【００３２】したがって、光プローブ８Ａと生体組織１
１との間隔を所望の距離ｌに保つと共に、このストッパ
１１０により容易に光プローブ８Ａの先端を穴１０２の
位置まで突出させることが可能となる。
【００３３】図７ないし図１２は本発明の第２の実施の
形態に係わり、図７は内視鏡先端フードの構成を示す構
成図、図８は図７の内視鏡先端フードの作用を説明する
第１の図、図９は図７の内視鏡先端フードの作用を説明
する第２の図、図１０は図７の内視鏡先端フードの作用
を説明する第３の図、図１１は図７の内視鏡先端フード
の作用を説明する第３の図である。
【００３４】第２の実施の形態は、第１の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００３５】本実施の形態は、内視鏡先端フード１０１
の透明フード１０３の形状が第１の実施の形態と異な
り、図７に示すように、本実施の形態の内視鏡先端フー
ド１０１ａの透明フード１０３ａは、先端に閉塞面１２
０を有した光透過性のよい例えばプラスティックででき
た側部に穴部１０２を有する円筒形状となっている。
【００３６】また、閉塞面１２０内面には穴部１０２を
設けた面に直交し距離ｌ離れた位置に半球状の彫り込み
を入れたプローブ受け１２１が設けられている。
【００３７】このプローブ受け１２１は、光プローブ８
Ａを内視鏡２７の鉗子挿通口２８から鉗子挿通用チャン
ネル２８ａに挿通して突出させプローブ受け１２１に光
プローブ８Ａの先端を当接させた際に、光プローブ８Ａ
からの光の光軸が穴１０２の略中央を通過するように、
光プローブ８Ａの突出量を規制する作用を有している。
【００３８】その他の構成は第１の実施の形態と同じで
ある。
【００３９】図８に示すように、このように構成された
内視鏡先端フード１０１ａの弾性チューブ１０４の基端
側内部に内視鏡２７の挿入部２９の先端部を圧入して接
続するが、その接続の際には、第１の実施の形態と同様
に、透明フード１０３ａの側面に設けた穴１０２の位置
が鉗子挿通用チャンネル２８ａの軸芯と内視鏡２７の軸
芯を結ぶ径上になるように接続する。
【００４０】したがって、本実施の形態では、内視鏡先
端フード１０１ａを内視鏡２７の挿入部２９の先端部に
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7
接続した際に、図８のように鉗子挿通用チャンネル２８
ａより光プローブ８Ａを突出した場合には、光プローブ
８Ａの先端がプローブ受け１２１にはめ込まれることに
なり、光プローブ８Ａと生体組織１１との間隔を所望の
距離ｌに保つと共に、プローブ受け１２１により容易に
光プローブ８Ａの先端を穴１０２の位置まで突出させる
ことが可能となる。
【００４１】また、第１の実施の形態と比較して、突出
させた光プローブ８Ａをプローブ受け１２１と鉗子挿通
用チャンネル２８ａの出口の２点で支持しているので、
さらに正確に距離ｌを保つことができる。
【００４２】さらに、透明フード１０３ａに閉塞面１２
０を設けたので、内視鏡の吸引機能を用い、内視鏡先端
フード１０１内部を陰圧にすれば、穴１０２より内視鏡
先端フード１０１ａ内部に向けて生体組織１１が吸引さ
れ盛り上げることが可能である。
【００４３】そこで、図９に示すように、例えば鉗子挿
通用チャンネルを２つ有する２チャンネル内視鏡２７ａ
と内視鏡先端フード１０１ａとを組み合わせれば、第１
の鉗子挿通用チャンネルに挿通された光プローブ８Ａで
観察された病変部１２２を吸引して盛り上げ、第２の鉗
子挿通用チャンネルに挿通された高周波スネア１２３に
より穴１０２を介して病変部１２２を絞めて高周波電流
を流すことで切除が可能となる。
【００４４】同様に、図１０に示すように、第１の鉗子
挿通用チャンネルに挿通された光プローブ８Ａで観察さ
れた病変部１２２を吸引して盛り上げ、第２の鉗子挿通
用チャンネルに挿通された生検鉗子１２４を用いて穴１
０２を介して病変部１２２を生検することも可能であ
る。
【００４５】また、図１１に示すように、鉗子起上台を
有する２チャンネル内視鏡２７ｂを用いれば、生体組織
１１を盛り上げなくても、生検鉗子１２４に起上をかけ
ることで穴１０２を介して生検することが可能である。
【００４６】図１２ないし図１４は本発明の第３の実施
の形態に係わり、図１２は内視鏡先端フードの構成を示
す構成図、図１３は図１２の内視鏡先端フードを上部か
らみた断面図、図１４は図１１の内視鏡先端フードの作
用を説明する図である。
【００４７】第３の実施の形態は、第２の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００４８】図１２及び図１３に示すように、本実施の
形態の内視鏡先端フード１０１ｂの透明フード１０３ｂ
は、穴１０２に対向する内面に形成したスライド溝１３
０に、アクセス穴１３１、鋭利部１３２を設けたスライ
ド刃１３３をはめ込むように配置している。
【００４９】スライド刃１３３には、内視鏡２７と同等
長の金属製のワイヤ１３４が連結され連通路１３５を通
して、透明フード１０３ａの外側に導かれる。透明フー
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ド１０３ａ外周の連通路開口部にはワイヤ１３４を中に
通すで柔軟なチューブ１３５が接続されている。
【００５０】その他の構成は第２の実施の形態と同じで
ある。
【００５１】図１４に示すように、このように構成され
た内視鏡先端フード１０１ｂの弾性チューブ１０４の基
端側内部に内視鏡２７の挿入部２９の先端部を圧入して
接続するが、その接続の際には、第２の実施の形態と同
様に、透明フード１０３ａの側面に設けた穴１０２の位
置が鉗子挿通用チャンネル２８ａの軸芯と内視鏡２７の
軸芯を結ぶ径上になるように接続する。
【００５２】このように内視鏡先端フード１０１ｂを内
視鏡２７に接続した場合、このチューブ１３６は医療テ
ープ１３６等を用い、内視鏡２７の挿入部２９に沿わせ
るようにして手元操作部に誘導しておけばよい。
【００５３】第２の実施の形態と同様に、内視鏡２７を
用いて内視鏡先端フード１０１ｂ内を陰圧にすれば、生
体組織１１が内部に盛り上がり、鋭利部１３２に盛り上
がった生体組織１１の一部が当接する。この時手元側よ
りワイヤ１３４を引張れば、スライド刃１３３がスライ
ド溝１３０にガイドされ;ながら手元側方向にスライド
され、鋭利部１３２によって当接されていた部分から生
体組織１１が切断される。
【００５４】このように本実施の形態では、第２の実施
の形態の効果に加え、生体組織１１を切除する際に、２
チャンネル内視鏡を用いる必要がないので、細い内視鏡
が使用でき、患者の負担を軽減することができる。
【００５５】図１５ないし図２０は本発明の第４の実施
の形態に係わり、図１５は内視鏡先端フードの構成を示
す構成図、図１６は図１５の内視鏡先端フードの作用を
説明する第１の図、図１７は図１５の内視鏡先端フード
の作用を説明する第２の図、図１８は図１５の内視鏡先
端フードの作用を説明する第３の図、図１９は図１５の
内視鏡先端フードの作用を説明する第４の図、図２０は
図１５の内視鏡先端フードの変形例の構成を示す構成図
である。
【００５６】第４の実施の形態は、第１の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００５７】図１５に示すように、本実施の形態の内視
鏡先端フード１０１ｃの透明フード１０３ｃは、側面に
穴は設けず、先端側に傾斜部１４１を設け、さらに傾斜
の先端の角を取った面取り部１４２を設けて構成され
る。面取り部１４２の透明フード１０３ｃ内部には出張
り部１４３を設け、その中心に透明フード１０３ｃの長
軸方向に半円筒状のプロープ溝１４４を形成する。傾斜
部１４１は後述する組み合わせる光ブローブ８Ａの仕様
との条件こ応じて、角度θ1、長さｌ1の寸法をもって形
成される。
【００５８】その他の構成は第１の実施の形態と同じで
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9
ある。
【００５９】図１６に示すように、このように構成され
た内視鏡先端フード１０１ｃの弾性チューブ１０４の基
端側内部に内視鏡２７の挿入部２９の先端部を圧入して
接続する。
【００６０】そして、生体組織１１に対して傾斜部１４
１を接触させ、内視鏡２７の鉗子挿通用チャンネル２８
ａから挿通された光ブローブ８Ａは、先端部の上半一分
がブローブ溝１４４にはまり支持される。
【００６１】この光ブローブ８Ａから出射される光ビー
ムは、生体組織１１に対して角度θ2、距離ｌ2の位置関
係を持つとき、最適な性能が得られるように設計してあ
る。
【００６２】この位置関係が得られるように、あらかじ
め内視鏡先端フード１０１ｃの傾斜部１４１の寸法θ
1、ｌ1があらかじめ設計されているので、光ブローブ８
Ａから発せられる光ビームと組織に対する角度θ2が得
られ、距離ｌ2は光ブロープ８Ａの挿入量を調整すれば
得ることができる。また、例えばθ1は４５°程度、θ2
は７０°～８０°程度に設定する。
【００６３】このように本実施の形態では、内視鏡２７
と生体組織１１の角度をθ1に保つことができるので、
エイミングビームによる生体組織１１表面の光ビーム走
査軌跡を確認することが容易となる。
【００６４】また、図１７のように、内視鏡先端フード
１０１ｃの傾斜部１４１を鉗子起上台の付いた２チヤン
ネル内視鏡２７ｂと組み合わせるように設計すれば、図
１８に示すように内視鏡画面内でエイミングビームによ
る光ビーム走査軌跡を確認しつつ、生検鉗子をビーム軌
跡に沿って動かしながらターゲッティングし、光ビーム
走査軌跡上を生検することが可能である。
【００６５】さらに図１９に示すように、内視鏡２７の
吸引機能を用い、透明フード１０３ｃの内部を陰圧にす
れば、生体組織１１を盛り上げることができ、盛り上が
った生体組織１１を高周波スネア１２３により切除する
ことも可能である。
【００６６】このように本実施の形態によれば、第１の
実施の形態の効果に加え、光ブローブ８Ａと生体組織１
１の間隔、角度を光学設計通りの所定の位置に安定して
保つことができ、診断能が向上する。
【００６７】また、光プロープ８Ａの生体組織１１に対
する相対位置が安定して保持されるので、断層画像のプ
レが防止され診断能、診断スピードが向上する。
【００６８】さらに、組織表面と光ブロープ８Ａの光ビ
ーム走査軌跡を良好に内視鏡観察できるので、内視鏡観
察所見と光断層所見の対比を容易に行いながら検査を行
えるので、術者の使い勝手と診断能が向上する。
【００６９】また、２チャンネル内視鏡と組み合わせる
ことにより、光断層観察を行いながら、内視鏡観察下に
容易に光ビーム走査軌跡を狙い生体組織１１の生検や切
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除が行えるので、術者の使い勝手や診断能が向上する。
【００７０】なお、図２０に示すように、プロープ溝１
４４の先端にストッパ１４５を設けてもよく、このスト
ッパ１４５により容易かつ確実に光ブロープ８Ａの挿入
量を調整することができる。
【００７１】図２１及び図２２は本発明の第５の実施の
形態に係わり、図２１は内視鏡先端フードの構成を示す
構成図、図２２は図２１の内視鏡先端フードの作用を説
明する図である。
【００７２】第５の実施の形態は、第４の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００７３】図２１に示すように、本実施の形態では、
透明フード１０３ｃの傾斜部１４１にビーム位置マーキ
ング１５１、弾性チューブ１０４の端部に位相マーキン
グ１５２を設けて構成される。
【００７４】ビーム位置マーキング１５１は、図１６に
示されている光プローブ８Ａと生体組織１１の間隔ｌ2
を保つように光プローブ８Ａを挿入した位置関係の時、
光ビームと傾斜部１４１が交差する部分に設けられる。
位相マーキング１５２は、ブロープ溝１４４と同位相の
位置に設けられる。その他の構成は第４の実施の形態と
同じである。
【００７５】第４の実施の形態では、光断層画像下で光
プローブ８Ａの表面と生体組織１１の間隔を見ながら光
プローブ８Ａを進退調整し、図１６に示した間隔ｌ2を
調整していたが本実施の形態では、図２２の内視鏡画像
に示されるように、内視鏡下で光ビーム走査軌跡をビー
ム位置マーキング１５１に交差させるように光プローブ
８Ａを進退調整すれば、容易に光プローブ８Ａと生体組
織１１の間隔をｌ2に固定することができる。
【００７６】また、第４の実施の形態では、内視鏡先端
フード１０１ｃを内視鏡２７に装着する際、内視鏡２７
の先端を正面視し、鉗子挿通用チャンネル２８ａとブロ
ープ溝１４４を同時に見ながらこれらの位相（位置）を
合わせなけれぱならないなど、思いの他面倒が生ずる
が、本実施の形態では、位相マーキング１５２と鉗子挿
通用チャンネル２８ａの位相（位置）を合わせるように
挿入することで、この位相（位置）合わせをより簡単に
行うことができる。
【００７７】このように本実施の形態によれば、第４の
実施の形態の効果に加え、ビーム位置マーキング１５１
により生体組織１１表面と光プローブ８Ａとの距離調整
を容易且つ正確に行うことができるので、術者の使い勝
手、診断能が向上する。
【００７８】また、位相マーキング１５２により内視鏡
先端フード１０１ｃの内視鏡２７への装着を容易かつ確
実に行うことができるので、術者の使い勝手、診断能が
向上する。
【００７９】また、図２２の内視鏡像に示されているビ
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ーム位置マーキング１５１が表示されている部分の画面
上に、マーキングを貼り付けたり、マーキングを画像処
理的に合成して表示しても、ビーム位置マーキング１５
１を設けたことと同様の効果が得られることは自明であ
る。
【００８０】また、図２２の内視鏡像に示されている傾
斜部１４４が表示されている画面上に、傾斜部１４４の
形状に沿ったマーキングを貼り付けたり、マーキングを
合成しても位相マーキング１５２を設けたことと同様の
効果が得られることは自明である。
【００８１】図２３ないし図２７は本発明の第６の実施
の形態に係わり、図２３は内視鏡先端フードの構成を示
す構成図、図２４は図２３の内視鏡先端フードの作用を
説明する図、図２５は図２３の内視鏡先端フードの変形
例の構成を示す構成図、図２６は図２３のマーキング手
段を備えた光プローブの構成を示す図、図２７は図２６
の光プローブの作用を説明する図である。
【００８２】第６の実施の形態は、第４の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００８３】図２３に示すように、本実施の形態では、
透明フード１０３ｃ内部に、周方向に設けられた中空な
周方向連通路１６１と、周方向連通路１６１に連結され
て長軸方向に設けられ、透明フード１０３ｃ先端に開口
する複数の長軸方向連通路１６２とが設けられている。
【００８４】周方向連通路１６１は内視鏡２７と略同一
長のチューブ１６３と連結され、接着剤盛りにより透明
フード１０３ｃと接着固定されている。中部の一方の端
はインクを満たしたシリンジ１６４が接続可能となって
いる。その他の構成は第４の実施の形態と同じである。
【００８５】本実施の形態では、図２４に示すように、
内視鏡先端フード１０１ｃを内視鏡２７の先端に接続し
た後、チュープ１６３を医療用テープ１６５などで内視
鏡２７に沿わせるように固定する。
【００８６】光ブローブ８Ａで病変部１６６を発見した
のち、シリンジ１６４を押すことにより、インクをチュ
ープ１６３、周方向連通路１６１、長軸方向連通路１６
２に順次流し込むことで、長軸方向連通路１６２の開口
からインクが放出され病変部１６６の周囲を点墨１６７
することができる。
【００８７】このように本実施の形態によれば、第４の
実施の形態の効果に加え、光ブローブ８Ａにより発見し
た病変部１６６をマーキングできるので、後から生検、
切除等の処置をする際の目印とすることができる。
【００８８】なお、図２５に示すように、第１の実施の
形態と同様の構成の透明フード１０３に、穴部１０２の
外周に連通路１６８、連通路開口１６９を複数設け、チ
ュープ１６３とシリンジ１６４を接続すれば、第１の実
施の形態と同様の構成の透明フード１０３においても同
様の作用・効果を得ることができる。
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【００８９】また、図２６に示すように、光ブローブ８
Ａにチューブ１７０を沿わせ、先端側にノズル１７１、
後端側にシリンジ１７２を接続するようにしてもよい。
【００９０】シリンジ１７２よりインクを注入すること
により、ノズル１７１からインクが射出され観察した病
変を点墨することができる。
【００９１】図２７のように、内視鏡先端フード１０１
ｃと組み合わせると、光ブローブ８Ａの位置決めが容易
となり、効果的である。この例では光ビームの焦点位置
にインクが飛ぶように設計している。必ずしも焦点位置
でなくてもよく、観察用途に応じて、焦点の手前でも、
奥で交わるようにしても良い。
【００９２】図２８ないし図３０は本発明の第７の実施
の形態に係わり、図２８は内視鏡先端フードの構成を示
す構成図、図２９は図２８の内視鏡先端フードの作用を
説明する図、図３０は図２８の内視鏡先端フードの変形
例の構成を示す構成図である。
【００９３】第７の実施の形態は、第４の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００９４】図２８に示すように、本実施の形態では、
透明フード１０３ｃの先端（傾斜部１４４）に金属製の
電極１８１を張り付け、透明フード内部長軸方向に埋め
込まれた電線１８２と電気的に接続している。
【００９５】この電線１８２の他端は透明フード１０３
ｃの外側に出て、内視鏡２７と略同一長の被覆電線１８
３と接続され、被覆電線１８３の他端は高周波電源１８
４に接続されている。また、この被覆電線１８３は接着
剤盛りにより透明フード１０３ｃに接着固定されてい
る。その他の構成は第４の実施の形態と同じである。
【００９６】本実施の形態では、図２９に示すように、
患者に対極板を体表に張るなどしてアースを取ってお
く。光ブローブ８Ａにて病変部１８５を発見したのち、
高周波電源１８４のスイッチを入れ、電極１８１に高周
波電流を流すと、電極部分の生体組織１１の表面が高温
になり変性または炭化する。これにより病変部位をマー
キングする。
【００９７】このように本実施の形態によれば、第４の
実施の形態の効果に加え、第６の実施に比べ、マーキン
グが消えにくく持続するので、次の処置、観察までの時
間を多く取ることができる。
【００９８】なお、第１の実施の形態と同様の構成の透
明フード１０３に適応しても同様の作用・効果が得られ
る。すなわち、図３０に示すように、透明フード１０３
の穴部１０２の周囲に電極１８１を張りつけて被覆電線
１８３と接続し、あとは図２８と同様の構成を取ればよ
い。
【００９９】図３１ないし図３４は本発明の第８の実施
の形態に係わり、図３１は内視鏡先端フードの構成を示
す構成図、図３２は図３１の内視鏡先端フードの作用を
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説明する第１の図、図３３は図３１の内視鏡先端フード
の作用を説明する第２の図、図３４は図３１の内視鏡先
端フードの変形例の構成を示す構成図である。
【０１００】第８の実施の形態は、第４の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【０１０１】図３１に示すように、本実施の形態では、
透明フード１０３ｃを、接続部１０５の内径ｄよりも接
続部１０５側の内径Ｄを大きくし、これらの内径の軸は
ずらして形成されている。内径Ｄ部分の後端側面には、
柔軟で光ブロープ８Ａが挿入可能な内径のチューブ２０
１を接続し、透明フード１０３ｃ内部に連通させながら
接着固定されている。その他の構成は第４の実施の形態
と同じである。
【０１０２】本実施の形態では、図３２に示すように、
チューブ２０１は医療用テーブ２０２等により内視鏡２
７に沿わせるように固定する。チュープ２０１に手元側
から光ブロープ８Ａを挿通して観察する。
【０１０３】光ビームと生体組織１１の位置関係は、第
４の実施の形態で説明した如く、所望の位置に固定され
るよう、本実施の形態でも設計されていることは同様で
ある。
【０１０４】光ブロープ８Ａは外付けのチューブ２０１
より挿通されているので、１チャンネル内視鏡を用いて
いても、同時に内視鏡チャンネルに高周波スネア２０３
を挿入して病変の切除ができる。また、図３３に示すよ
うに、生検鉗子２０４による生検も行うことが可能であ
る。
【０１０５】このように本実施の形態によれば、第４の
実施の形態の効果に加え、２チャンネル内視鏡を用いな
くても、光断層診断と組織の切除、生検などの処置が同
時に行える。
【０１０６】なお、図３４に示すように、第２の実施の
形態の透明フード１０３ａに同様の構成を実施しても、
１チャンネル内視鏡を用いた同様の作用・効果を得るこ
とができる。
【０１０７】［付記］
（付記項１）  内視鏡の鉗子チャンネルに挿通され被検
部位の断層像を得るための走査光を出射する出射部を有
する光走査プローブと共に使用する前記内視鏡の先端に
設けられた位置決め手段において、前記光走査プローブ
を前記内視鏡の先端より該内視鏡の長手方向へ所定量突
出したときに、前記光走査プローブの前記出射部に対応
する位置に前記出射部から出射される走査光を通過させ
る走査光通過孔を有することを特徴とする位置決め手
段。
【０１０８】（付記項１－１）  前記内視鏡に着脱自在
に装着可能である装着部を有することを特徴とする付記
項１に記載の位置決め手段。
【０１０９】（付記項１－１－１）  前記内視鏡に対す
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る取り付け位置関係を決定する、位相合わせ手段を有す
ることを特徴とする付記項１－１に記載の位置決め手
段。
【０１１０】（付記項２）  前記光走査プローブから出
射される光ビームと前記被検部位が所定の角度で交わ
り、前記出射部と前記光透過孔が所定の間隔を保たれる
ことを特徴とする付記項１に記載の位置決め手段。
【０１１１】（付記項２－１）  前記所定の角度が略垂
直であることを特徴とする付記項２に記載の位置決め手
段。
【０１１２】（付記項２－２）  前記所定の間隔が、前
記出射部と前記光ビームの焦点位置との間隔よりも短い
ことを特徴とする付記項２に記載の位置決め手段。
【０１１３】（付記項２－３）  前記所定の間隔が、前
記出射部と前記光ビームの焦点位置との間隔と略同一で
あることを特徴とする付記項２に記載の位置決め手段。
【０１１４】（付記項２－４）  前記所定の間隔が、前
記出射部と前記光ビームの焦点位置との間隔よりも長い
ことを特徴とする付記項２に記載の位置決め手段。
【０１１５】（付記項３）  前記内視鏡が前記光走査プ
ローブを挿通するための第１のチャンネルと処置具を挿
通するための第２のチャンネルとを有し、前記第２のチ
ャンネルの先端開口部が前記光ビームの走査位置の延長
線上に位置されることを特徴とする付記項１に記載の位
置決め手段。
【０１１６】（付記項４）  前記位置決め手段はその内
腔に前記光走査プローブを突出させるような中空なフー
ドよりなり、前記光透過孔は前記フードの長手軸方向側
面に開口した側面孔よりなることを特徴とする付記項２
または３に記載の位置決め手段。
【０１１７】（付記項４－１）  前記側面孔付近に、前
記側面孔に接した被検部位が処置を行われる、側面処置
手段を設けたことを特徴とする付記項４に記載の位置決
め手段。
【０１１８】（付記項４－２）  前記側面孔付近に前記
側面孔に接した被検部位に目印を施す目印付加手段を設
けたことを特徴とする付記項４に記載の位置決め手段。
【０１１９】（付記項５）  前記位置決め手段はその内
腔に前記光走査プローブを突出させる中空なフードより
なり、前記光透過孔が前記フード先端から前記光ビーム
が被検体に向かって射出するよう、前記フードの先端に
傾斜して設けられた先端開口部を設けることを特徴とす
る付記項２または３に記載の位置決め手段。
【０１２０】（付記項５－１）  前記先端開ロ部に前記
先端開口部に接した被検部位に目印を施す目印付加手段
を設けたことを特徴とする付記項５に記載の位置決め手
段。
【０１２１】（付記項６）  前記内視鏡の先端からの前
記光走査プローブの突出量を規制する突出量規制手段を
さらに有することを特徴とする付記項４または５に記載
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の位置決め手段。
【０１２２】（付記項６－１）  前記突出量規制手段
は、前記フード先端に一体に設けられ、少なくとも前記
プローブの突出を先端側で塞ぐように形成されている係
止部であることを特徴とする付記項６に記載の位置決め
手段。
【０１２３】（付記項７）  前記光走査プローブの軸芯
と前記内視鏡の軸芯とを平行に配置したときに、前記光
走査プローブの前記出射部が前記内視鏡の軸芯に対して
略垂直方向に移動することを規制する移動規制手段をさ
らに有することを特徴とする付記項４または５に記載の
位置決め手段。
【０１２４】（付記項７－１）  前記移動規制手段は、
前記フードの先端内側に一体に設けられ、前記光走査プ
ローブの軸心付近まで突出すように設けられた突出部
と、前記突出部の前記フード長軸方向に形成される、前
記光走査プローブの軸心を中心に前記光走査プローブと
同径に彫り込まれたガイド溝よりなることを特徴とする
付記項７に記載の位置決め手段。
【０１２５】（付記項８）  前記突出量規制手段および
前記移動規制手段は、前記フード先端に一体に設けら
れ、少なくとも前記光走査プローブの突出を先端側で塞
ぐように形成されている係止部と、かつ前記係止部の前
記光走査プローブ軸心と同軸に前記フード後端側より形
成された前記光走査プローブと略同径の貫通しない穴よ
りなることを特徴とする付記項６または７に記載の位置
決め手段。
【０１２６】（付記項９）  前記内視鏡の先端に装着し
たときに前記内視鏡の観察視野内に位置する視野内部位
と、前記視野内部位の所定位置に設けられた、前記光走
査プローブによる前記走査光の走査位置を指示するマー
キング手段とをさらに有することを特徴とする付記項４
または５に記載の位置決め手段。
【０１２７】（付記項１０）  内視鏡の鉗子チャンネル
に挿通され被検部位の断層像を得るための走査光を出射
する出射部を有する光走査プローブと前記内視鏡の先端
に設けられた位置決め手段とを有する内視鏡装置におい
て、前記内視鏡の表示視野内に前記光走査プローブによ
る前記走査光の走査位置を指示するマーキングを設けた
ことを特徴とする内視鏡装置。
【０１２８】（付記項１１）  前記内視鏡の表示視野内
に、前記内視鏡の観察視野内に位置する位置決め手段の
位置を指示するマーキングを設けたことを特徴とする付
記項１０に記載の内視鏡装置。
【０１２９】（付記項１２）  内視鏡の鉗子チャンネル
に挿通され、低コヒーレンス干渉により被検部位の断層
像を得るための走査光を出射する出射部を有する光走査
プローブと、前記内視鏡の先端に設けられ、前記光走査
プローブを前記内視鏡の先端より該内視鏡の長手方向へ
所定量突出したときに、前記光走査プローブの前記出射
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部に対応する位置に前記出射部から出射される走査光を
通過させる走査光通過孔を有する位置決め手段とを有す
ることを特徴とする光プローブ装置。
【０１３０】最近になって、低干渉性光源を用いて被検
体に対する断層像を得る干渉型のＯＣＴ（オブティカル
・コヒーレンス・トモグラフィ）が例えば特表平６－５
１１３１２号公報に開示されている。
【０１３１】このＯＣＴ装置においては、観察対象に対
して観察を行うための光ビームを照射するが、この光ビ
ームの焦点位置と観察対象との相対位置関係は、ＯＣＴ
の断層像を得る上で重要なパラメータである。
【０１３２】まず、光ビームの焦点位置でビーム径が最
小となるので、この部分でもっとも高分解能な情報を得
ることができるため、例えば、焦点位置が観察対象の表
面に位置されると表面付近で詳細な情報が得られるし、
焦点位置が観察対象の内側に位置されれば深部の詳細な
情報を得ることができる。
【０１３３】また、観察対象が強い光散乱特性を持つ場
合、焦点位置を観察対象の表面と一致させると、観察対
象表面で強い光散乱が生じて、表面の反射光しか画像化
されないことがある。このため、焦点位置をわざと組織
表面に対して内部に位置させたり、外部に位置させたり
して観察する必要が生ずることがある。
【０１３４】さらに、光ビームを観察対象に対してなる
べく直角に入射させることが、距離情報の正しい断層像
を得る上で重要である。
【０１３５】また、特開平１１－５６７６８号公報で
は、内視鏡に挿通して使用できる光プローブ装置を詳し
く関示している。
【０１３６】このような光プローブ装置においては、光
ビームを周方向にスキャンしてプローブを中心にした円
形の断層画像を得るため、観察対象をプローブに接しさ
せて観察するよりは、なるべく遠ざけた方が広い範囲の
断層像が得ることができる。
【０１３７】よって、ブロープからの光ビームの焦点位
置を遠ざけたプローブを用いて、観察対象から離した位
置にプローブを位置決めして、上述のような焦点位置の
関係を内視鏡のアングル等を調節しながら観察を行って
いた。
【０１３８】さらに、光プローブを用いて断層観察を行
うと同時に、同じ位置から生検鉗子等の処置具を用いて
内視鏡的処置を行う場合、鉗子チャンネルを２つ持つ内
視鏡等を用いて、一方のチャンネルに光プローブを挿通
して観察を行い、もう一方のチャンネルに生検鉗子等の
処置具を挿通して、光ビームの走査位置を狙って処置を
行っていた。
【０１３９】しかしながら、特開平１１－５６７６８号
公報でその公報中図４等に示すような従来例の内視鏡に
挿通する光プローブ装置では、光プローブが内視鏡先端
より突出された状態で、内視鏡操作により観察対象と光
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ビーム焦点や入射角度などの微妙な調整を、その観察目
的に合わせて安定的に位置決めすることは大変困難であ
った。その上、上述のように鉗子チャンネルを２つ持つ
内視鏡と生検鉗子を組み合わせて、光ビームの走査位置
を狙って生検を行うことは非常に困難をともなってい
た。
【０１４０】付記項１、１－１、１２では、観察対象と
光プローブの位置関係を安定的に保定し操作性を向上さ
せることを目的とする。
【０１４１】付記項１－１－１、１１では、プローブが
挿入される内視鏡の鉗子口と位置決め手段の位置関係を
合わせ、プローブ使用の目的通りの光学性能を得られる
ようにすることを目的とする。
【０１４２】付記項２、２－１、２－２、２－３、２－
４、４、５では光ビームを観察対象に対して略垂直に入
射させ、また観察目的に合った適切な位置に光ビームの
焦点が位置するようプローブを正確に位置決めすること
により、距離情報の正確かつ観察目的に沿った断層情報
を得ることを目的とする。
【０１４３】付記項３、４－１では、プローブによる断
層観察と同時に、光走査位置より同時に生検を容易に行
うことを目的とする。
【０１４４】付記項４－２、５－１では、鉗子チャンネ
ルを１つ有する内視鏡を用いた場合、光プローブによる
観察と生検が同時に行えなくても、観察を行った部位に
マーキングを施すにことより、後からこれを目印に生検
を行うことを目的とする。
【０１４５】付記項６、６－１、９、１０では位置決め
を行うためのプローブの突出量の調整を容易にすること
を目的とする。
【０１４６】付記項７、７－１ではプローブの長手軸垂
直方向の動きを抑えることにより、さらに正確に光ビー
ムのピント位置を位置決めできるようにすることを目的
とする。
【０１４７】付記項８では位置決めを行うためのプロー
ブの突出量の調整を容易にすることと、プローブの長手
軸垂直方向の動きをなくしさらに正確に光ビームのピン
ト位置を位置決めできるようにすることを目的とする。
【０１４８】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、光
プローブを生体組織と一定距離等に位置決めして観察す
ることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る光断層画像装
置の構成を示す構成図
【図２】図１は光プローブが挿通される内視鏡を示す図
【図３】図２の内視鏡の先端に接続される内視鏡先端フ
ードの構成を示す構成図
【図４】図３の内視鏡先端フードの作用を説明する図
【図５】図４のＢ－Ｂ線断面を示す図
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【図６】図３の内視鏡先端フードの変形例の構成を示す
構成図
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る内視鏡先端フ
ードの構成を示す構成図
【図８】図７の内視鏡先端フードの作用を説明する第１
の図
【図９】図７の内視鏡先端フードの作用を説明する第２
の図
【図１０】図７の内視鏡先端フードの作用を説明する第
３の図
【図１１】図７の内視鏡先端フードの作用を説明する第
３の図
【図１２】本発明の第３の実施の形態に係る内視鏡先端
フードの構成を示す構成図
【図１３】図１２の内視鏡先端フードを上部からみた断
面図
【図１４】図１１の内視鏡先端フードの作用を説明する
図
【図１５】本発明の第４の実施の形態に係る内視鏡先端
フードの構成を示す構成図
【図１６】図１５の内視鏡先端フードの作用を説明する
第１の図
【図１７】図１５の内視鏡先端フードの作用を説明する
第２の図
【図１８】図１５の内視鏡先端フードの作用を説明する
第３の図
【図１９】図１５の内視鏡先端フードの作用を説明する
第４の図
【図２０】図１５の内視鏡先端フードの変形例の構成を
示す構成図
【図２１】本発明の第５の実施の形態に係る内視鏡先端
フードの構成を示す構成図
【図２２】図２１の内視鏡先端フードの作用を説明する
図
【図２３】本発明の第６の実施の形態に係る内視鏡先端
フードの構成を示す構成図
【図２４】図２３の内視鏡先端フードの作用を説明する
図
【図２５】図２３の内視鏡先端フードの変形例の構成を
示す構成図
【図２６】図２３のマーキング手段を備えた光プローブ
の構成を示す図
【図２７】図２６の光プローブの作用を説明する図
【図２８】本発明の第７の実施の形態に係る内視鏡先端
フードの構成を示す構成図
【図２９】図２８の内視鏡先端フードの作用を説明する
図
【図３０】図２８の内視鏡先端フードの変形例の構成を
示す構成図
【図３１】本発明の第８の実施の形態に係つ内視鏡先端
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フードの構成を示す構成図
【図３２】図３１の内視鏡先端フードの作用を説明する
第１の図
【図３３】図３１の内視鏡先端フードの作用を説明する
第２の図
【図３４】図３１の内視鏡先端フードの変形例の構成を
示す構成図
【符号の説明】 *
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*１…光断層画像装置
８Ａ…光プローブ装置
２７…内視鏡
１０１…内視鏡先端フード
１０２…穴部
１０３…透明フード
１０４…弾性チューブ
１０５…接続部

【図１】 【図２】

【図３】
【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図９】

【図１１】
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【図１３】
【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】

【図２０】

【図２７】
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【図１９】 【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】 【図２５】

【図２６】

【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】
【図３２】

【図３３】

【図３４】
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